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提出・問合せ先　□市行政グループ　〒444－1398（住所不要）
　　　　　　　　☎52－1111（内線351） ■FAX52－1110　Eメール　gyosei@city.takahama.lg.jp

パブリックコメント（意見募集）

高浜市公共施設総合管理計画（案）について
皆さんの意見を募集します

■「高浜市公共施設総合管理計画（案）」の入手方法
①窓口で配布…市役所・いきいき広場・各公民館・各ふれあいプラザ・図書館で配布
②ホームページ…市公式ホームページからダウンロード可　※２月16日（火）～

■意見の提出期間　２月16日（火）～３月1日（火）　※郵送の場合は当日消印有効
■提出方法　次のいずれかの方法により提出してください。
①「高浜市公共施設総合管理計画（案）」配布場所に設置してある「意見提出箱」へ投函
②行政グループ窓口（市役所３階20番）へ持参
③郵送、ファクス、電子メールで提出
※提出にあたっては「氏名」「住所」「電話番号」「意見とその理由（該当箇所）」を明記してください。
■意見募集結果の公表　「広報たかはま」４月15日号を予定

市は、公共施設の老朽化問題に対する課題解決のため、将来を見据え、安定して行政サービスが維持して
いくことができるように、公共施設の総量圧縮、長寿命化などをふまえた全体方針である「高浜市公共施設
あり方計画（案）」を平成26年６月に策定しています。
さらに、道路・橋・上下水道などの「インフラ施設」の方向性をまとめた、「インフラ長寿命化計画

（案）」を策定し、「高浜市公共施設あり方計画（案）」を踏まえた「高浜市公共施設総合管理計画
（案）」としてとりまとめました。
そこで、この計画（案）に対する意見を募集します。寄せられた意見は、計画に反映できるかを検討し、

後日、意見の採否やその理由などの概要を公表します。

計画期間　平成２８年度（２０１6年）～平成６３年度（２０５１年）

【公共施設あり方計画（案）】
高浜市がめざす公共施設の姿

原則「新たな公共施設はつくらない」
→「学校」を地域コミュニティの拠点と位置
づけ、他施設との複合化を視野に、施設の
改修・建替えを行う
・長寿命化
・複合化、多目的化に転換
・市民や民間事業者との協働
・近隣自治体との連携
・長期の財政見通し

＜対象＞
公共建築物
（市役所、学校、公民館　など）

【インフラ長寿命化計画（案）】
１．インフラ機能の確実な維持管理による
安心・安全の確保

→点検結果・補修履歴を次期点検・修繕にい
かすメンテナンスサイクルの構築、施設情
報のデータベース化　など　

２．中長期的な視点に立ったコスト管理
→損傷が軽微な早期段階で予防修繕を行うな
ど長寿命化対策をし、維持管理・更新にか
かる費用を縮減する　など

＜対象＞
道路、橋りょう、公園、河川、上水道、下水
道　など

高浜市公共施設総合管理計画（案）の概要
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提出・問合せ先　いきいき広場内生涯現役まちづくりグループ　〒444－1334　春日町五丁目165番地
　　　　　　　　☎52－9873　 ■FAX52－7918　Eメール　syogai-geneki@city.takahama.lg.jp

発表会への
問い合わせは

□市総合政策グループ
☎52－1111
(内線332 )

高浜市しあわせづくり計画（案）について
皆さんの意見を募集します

■「高浜市しあわせづくり計画（案）」の入手方法
①窓口で配布…いきいき広場、市役所、各公民館、各ふれあいプラザ、図書館で配布
②ホームページ…市公式ホームページからダウンロード可　※２月24日（水）～
■意見の提出期間　２月24日（水）～３月９日（水）　※郵送の場合は当日消印有効
■提出方法　次のいずれかの方法により提出してください。
①「高浜市しあわせづくり計画（案）」配布場所に設置してある「意見提出箱」へ投函
②生涯現役まちづくりグループ窓口（いきいき広場３階）へ持参
③郵送、ファクス、電子メールで提出
※提出にあたっては「氏名」「住所」「電話番号」「意見とその理由（該当箇所）」を明記してください。

■意見募集結果の公表　「広報たかはま」５月15日号を予定

高浜市に暮らす誰もが、日常の「心地よさ」を感じ、「住み続けたい」と思える地域を創りあげていくた
めには、市民一人ひとりが、日常の暮らしの中でおこっているできごとを「他人ごと」ではなく、「自分ご
と」として考え、行動することが大切です。市民一人ひとりが「主
役」となるような地域福祉をめざし、市民・地域・行政・社会福祉協
議会がいっしょになって「高浜市しあわせづくり計画（案）」を作成
しましたので、市民の皆さんの意見を募集します。寄せられた意見
は、計画に反映できるかを検討し、後日、意見の採否やその理由など
の概要を公表します。

みんながしあわせに暮らしていくために自分は何ができるだろう？
～キーワードは “自分ごと！”～

●計画期間　平成28年度～平成33年度
●計画内容　１．みんながそれぞれの役割を発揮し、協力して取り組むまちづくり

２．生涯を通じて学び合い、ゆたかな未来を育むまちづくり
３．まちの資源を活かした、活力ある、安全・安心なまちづくり
４．お互いに助け合いながら、いつまでもその人らしく生きがいを持って暮らせるまち
づくり

高浜市しあわせづくり計画（案）の概要

パブリックコメント（意見募集）

高浜市第3次地域福祉計画

市民、学識経験者、社会福祉施設関係者、社会福祉に関する活動をして
いる方で構成する委員会で、各主体の取組みを検討し、公募市民と市職
員で構成する「しあわせづくりワークショップ」で、この取組みが着実
に実践される仕組みや方法について意見交換をしてきました。

しあわせづくりワークショップでは、文字だけではわ
かりにくい計画をわかりやすく、かつ楽しく実践できる
よう、できることのリストの作成や実際に実践している
ようすを動画として撮影しています。

しあわせづくり
計画は“実践する”を
重視しています

ワークショップ
発表会

３月19日（土）
午後３時～

（かわら美術館）


